（様式８）
情報セキュリティ対策に関する確認事項
	事業名
	
	事業者名
（代表者）
	

	
	
	住所
	




	確認項目
	個別確認事項
＜記入にあたっての留意点＞
確認項目について、社内規定等に則り、情報セキュリティ対策が適切に行われているかどうか（行うことができる体制となっているか）をご確認のうえご記入ください。

	１
	法令遵守
	□個人情報の保護に関する法律等関連法令を遵守すること。

	２
	秘密の保持
	□受託業務に関して知り得た情報について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用できないよう適切な取扱いを行うこと。

	３
	安全管理措置
	□受託業務に係る情報の取扱いについて、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有情報の安全管理のための社内規定等を整備し、人的・技術的に必要かつ適切な措置を講じること。
□受託業務のプロジェクト責任者が、規定等の遵守状況について、必要かつ適切な監督を行うこと。

	４
	従事者への周知
	□業務従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して、業務上知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報の保護に必要な事項を周知すること。

	５
	教育の実施
	□情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他契約において定められた業務に従事する者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を業務従事者全員に対して実施すること。

	６
	個人情報等取得の制限
	□受託業務を処理するため、個人情報等を取得するときは、当該事務の目的の範囲内で適法に行うこと。

	７
	再委託に関する留意事項
※再委託の条件等について仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか
	□受託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合において、契約を締結しようとするとき、予め委託者の承諾を得ること。
□再委託等の相手方に対し、実施機関と委託先との間で締結された契約に基づく秘密保持等情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させる必要があること及び再委託等の相手方の行為について、受託者及び再委託等の相手方が連帯して責任を負うことを周知すること。
□再委託等の相手方に対し、適切な管理及び監督をすること。

	８
	複写又は複製の禁止
	□委託者から提供を受けた資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製しないこと。

	９
	持出しの禁止
	□委託者から提供を受けた資料等を、委託者の承諾なしに保管場所及び使用場所から持ち出しないこと。

	10
	目的外利用及び提供の禁止
	□受託業務を処理するために作成した資料等を、委託者の承諾なしに当該事務の目的の範囲外で利用し、又は第三者に提供しないこと。

	11
	派遣労働者
	□受託業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等の取扱事項を明記していること。
□派遣労働者に対し、受託業務に基づく一切の義務を遵守させていること。

	12
	漏えい等発生時の措置
	□契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告すること。またその体制を予め整えること。

	13
	その他
※社内の情報セキュリティ対策について、特記すべき事項がある場合に記載
	



